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大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
条
例 

目
次 前

文 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

第
二
章 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
及
び
基
本
的
施
策
（
第
七
条
―
第
十
一
条
） 

第
三
章 

大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
本
部
（
第
十
二
条
―
第
十
五
条
） 

附
則 

競
馬
、
競
輪
、
競
艇
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
と
い
っ
た
公
営
競
技
や
パ
チ
ン
コ
等
は
、
府
民
生
活

に
楽
し
み
を
も
た
ら
す
一
方
、
こ
れ
ら
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
陥
る
府
民
も
少
な
く
な
い
。 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
は
、
多
重
債
務
や
失
業
と
い
っ
た
経
済
的
問
題
、
う
つ
病
の
発
症
と

い
っ
た
健
康
問
題
、
そ
れ
ら
に
伴
う
家
族
の
問
題
、
学
生
等
に
お
け
る
学
業
の
中
断
と
い
っ
た

問
題
に
よ
っ
て
日
常
生
活
や
社
会
活
動
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
、
貧
困
、
虐
待
、
自
殺
、
犯
罪
等

の
重
大
な
社
会
的
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
は
昨
今
、
海
外
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
カ
ジ
ノ
の
増
加
や
、
公
営

競
技
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
よ
っ
て
手
軽
に
利
用
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依

存
症
の
問
題
が
よ
り
拡
大
し
、
深
刻
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
は
、
誰
も
が
陥
る
可
能
性
の
あ
る
精
神
疾
患
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
認
識
し
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
で
あ
る
者
等
や
そ
の
家
族
等
が
、
安

心
し
て
相
談
し
、
治
療
を
受
け
、
そ
し
て
、
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
た
め
に
は
、
府
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
を
さ
ら
に
進
め
る
と
と
も
に
、
国
、
府
、

市
町
村
、
医
療
機
関
、
関
係
機
関
、
自
助
グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
団
体
等
の
間
に
お

け
る
連
携
を
さ
ら
に
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
う
し
た
理
解
の
下
に
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
府
民
が
安
心
し
て
、
健
康
的
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
。 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
府
が
実
施
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依

存
症
対
策
に
関
し
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
府
民
の
健
全
な
生
活
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

府
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
」
と
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
（
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
公
営
競
技
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
に
係
る
遊
技
そ
の
他
の
射
幸
行

為
を
い
う
。
）
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い

る
状
態
を
い
う
。 



（
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
等
に
対
す
る
依
存
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
へ
の
配
慮
） 

第
三
条 

府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬

物
等
に
対
す
る
依
存
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮

が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
と
の
連
携
） 

第
四
条 

府
及
び
市
町
村
は
、
法
第
三
章
に
規
定
す
る
基
本
的
施
策
を
は
じ
め
と
す
る
ギ
ャ
ン

ブ
ル
等
依
存
症
対
策
に
つ
い
て
、
相
互
に
連
携
し
て
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
啓
発
月
間
） 

第
五
条 

府
民
の
間
に
広
く
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た

め
、
法
第
十
条
に
規
定
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
啓
発
週
間
で
あ
る
五
月
十
四
日
か

ら
同
月
二
十
日
を
含
め
、
毎
年
五
月
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
啓
発
月
間
（
以
下
「
啓

発
月
間
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

２ 

府
及
び
市
町
村
は
、
啓
発
月
間
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
六
条 

府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ

の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
及
び
基
本
的
施
策 

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
） 

第
七
条 

知
事
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
推
進
に

関
す
る
計
画
（
以
下
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
に
定
め
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
当

該
施
策
の
具
体
的
な
目
標
及
び
そ
の
達
成
の
時
期
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更
し
た
時
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三

号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
よ
る
大
阪
府
健
康
増
進
計
画
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基

本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
阪
府
ア
ル
コ

ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
計
画
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
依
存
症
対
策
に
関
連
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

５ 

知
事
は
、
府
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
関
す
る
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
、
及
び

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
、
ギ
ャ
ン

ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を

変
更
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
若
年
者
へ
の
啓
発
） 

第
八
条 

府
は
、
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
若
年



者
に
対
し
て
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に
陥
る
経
緯
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
が
も
た
ら
す

重
大
な
影
響
等
に
つ
い
て
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
予
防
等
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
に
取

り
組
む
も
の
と
す
る
。 

（
依
存
症
支
援
拠
点
等
） 

第
九
条 
府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
で
あ
る
者
等
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
支
援
、

社
会
復
帰
支
援
等
の
拠
点
を
整
備
し
、
市
町
村
及
び
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
、

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
そ

の
他
の
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
（
以
下
「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
と
連
携
し
て
必
要

な
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
で
あ
る
者
等
及
び
そ
の
家
族
等
の
相
談
等
に
幅
広
く
対
応

で
き
る
よ
う
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
る
相
談
支
援
体
制
等
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
民
間
団
体
の
活
動
に
対
す
る
支
援
） 

第
十
条 

府
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
で
あ
る
者
等
が
互
い
に
支
え
合
っ
て
そ
の
予
防
等
及

び
回
復
を
図
る
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
民
間
団
体
が
行
う
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
に

関
す
る
自
発
的
な
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
連
携
協
力
体
制
の
整
備
） 

第
十
一
条 

府
は
、
施
策
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
医
療
機
関
等
の
間
に
お
け
る
連
携

協
力
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
本
部 

（
大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
本
部
） 

第
十
二
条 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
大
阪
府

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

（
本
部
の
所
掌
事
務
） 

第
十
三
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。 

二 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
施
策
の
総
合
調
整
及

び
実
施
状
況
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

２ 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推

進
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

前
項
第
二
号
の
評
価
に
つ
い
て
、
そ
の
結
果
の
取
り
ま
と
め
を
行
お
う
と
す
る
と
き
。 

３ 

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計

画
の
変
更
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
本
部
の
組
織
） 

第
十
四
条 

本
部
は
、
大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」

と
い
う
。
）
、
大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と



い
う
。
）
及
び
大
阪
府
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い

う
。
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 
本
部
長
は
、
知
事
と
し
、
本
部
の
事
務
を
総
括
す
る
。 

３ 

副
本
部
長
は
、
副
知
事
と
し
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

４ 

本
部
員
は
、
府
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
本
部
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
者
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
者
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
五
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事

が
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
検
討
） 

２ 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、

こ
の
条
例
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

   



提 案 理 由 

 

ギャンブル等依存症は、多重債務や失業といった経済的問題、う

つ病の発症といった健康問題、それらに伴う家族の問題、学生等に

おける学業の中断といった問題によって日常生活や社会活動に支

障を生じさせ、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会的問題を引

き起こしている。 

さらには昨今、海外インターネット経由のオンライン・カジノの

増加や、公営競技がスマートフォン等によって手軽に利用できるこ

とにより、ギャンブル等依存症の問題がより拡大し、深刻化する傾

向にある。 

ギャンブル等依存症は、誰もが陥る可能性のある精神疾患である

ということを私たち一人ひとりが認識し、ギャンブル等依存症であ

る者等やその家族等が、安心して相談し、治療を受け、そして、社

会に復帰することができるようにしていかなければならない。 

そのためには、府のギャンブル等依存症対策をさらに進めるとと

もに、国、府、市町村、医療機関、関係機関、民間団体等の間にお

ける連携をさらに強化する必要がある。 

こうした理解の下に、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画

的に推進することにより、府民が安心して、健康的に暮らせる社会

の実現を目指すべく、本条例を提案するもの。 


